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日本自動車連盟との「災害時における通行妨害車両等の排除活動に関す
る協定」の締結について（通達）

新潟県中越地震（平成１６年 ，福岡県西方沖地震（平成１７年 ，芸予地震（平成） ）
１３年）等大規模災害の発生は，時と場所を選ばないものであり，大規模災害発生時

の交通対策を的確に行うため，平成１７年３月「災害交通対策マニュアル」を改訂し
たところである。

これら，災害交通対策を円滑に行うため，このたび，県警と社団法人日本自動車連
盟中国本部広島支部(以下「ＪＡＦ」という｡)との間で，災害対策基本法に規定する

警察官の措置命令等の権限行使に伴う通行妨害車両等の排除活動に関して，協定を締

結したものである。
協定の内容について，部下職員に周知徹底させるとともに，大規模災害の発生時に

おいては，迅速かつ円滑な災害交通対策活動が実施できるよう努められたい。

１ 協定の内容
(1) 協力要請

災害時（災害対策基本法に規定する警察官の措置命令等の権限行使時）におい
て緊急通行車両の通行の妨害となっている車両等がある場合，県警からＪＡＦに

対し車両等の排除を要請する。

(2) 排除活動
要請を受けたＪＡＦは速やかに現場臨場し，現場警察官の指示を受けて通行妨

害車両等の排除活動を行う。
(3) 費用負担

活動に関する費用は，全額ＪＡＦが負担する。
(4) 補償関係

活動中におけるＪＡＦの人員装備やＪＡＦによる第三者への損害補償は，ＪＡ

Ｆの責任において行う。
(5) ＪＡＦと締結した協定

別添のとおり （平成１７年１０月７日から適用）。
２ 道路管理者との協定締結状況

広島県及び県内全ての市町（２８市町）は，平成１７年９月３０日に，ＪＡＦと
同様の協定を締結している。




